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１．統計法施行状況報告とは

統計法（平成19年法律第53号）に基づき、

1 総務大臣（政策統括官（統計基準担当））は、各府省、地方公共団体等が実施している統計

調査等の状況を毎年度取りまとめ、それを公表するとともに統計委員会に報告。

２ 取りまとめの中で、第Ⅱ期基本計画（平成26～30年度）の推進状況のフォローアップを併

せて行っている。ただし、第Ⅲ期基本計画（平成30～34年度）を１年前倒しで策定したため、第

Ⅱ期基本計画に関連する事項の最後の取りまとめとなる。
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（参照条文）
統計法
第５５条 総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届出独立行政法人等に対し、こ

の法律の施行の状況について報告を求めることができる。

２ 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するとともに、委員会に報告しなければな
らない。

３ 委員会は、前項の規定による報告があったときは、この法律の施行に関し、内閣総理大臣、総務大臣又は
関係行政機関の長に対し、意見を述べることができる。

第４条 政府は、公的統計の整備に関する施策の総合的かつ計画的な推進を図るため、公的統計の整備に関す
る基本的な計画（以下この条において「基本計画」という。）を定めなければならない。

２ 基本計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一 公的統計の整備に関する施策についての基本的な方針
二 公的統計を整備するために政府が総合的かつ計画的に講ずべき施策
三 その他公的統計の整備を推進するために必要な事項



統計法施行状況報告による基本計画の評価及び推進

基本計画の
策定・変更

【各府省】
計画の推進

【総務省】
推進状況等の
報告・公表

【統計委員会】
推進状況等の

評価

〈毎年のサイクル〉

〈５年に１回〉
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○ 各府省は、平成26年３月に閣議決定された第Ⅱ期基本計画の記載事項（全107事項）
について、府省間の連携を図りつつ、各種取組を着実に推進

項 目 具体的な措置、方策等 担当府省 実施時期

（略）

１ 経済関連統計の整備
(1) 国民経済計算の整備
イ 国際比較可能性の向上

◎ 2008SNAについて可能な限り早期に対応するため、
改定の是非や可能性を検討し、改定項目に優先順
位を付した上で、移行を進める。

内閣府 平成28年度
末までに実
施する。

（略）

(2) 経済構造統計を軸とした
産業関連統計の体系的整
備
ア 経済構造統計の整備

◎ 平成28年に実施される経済センサス-活動調査につ
いては、統計調査を取り巻く環境が厳しさを増してい
ることを踏まえ、調査の円滑な実施と調査結果の精度
向上のため、報告者の負担軽減を含めた調査計画の
見直しを行う。

総務省、経
済産業省

平成28年調
査の企画時
期までに結
論を得る。

（略）

＜第Ⅱ期基本計画の記載事項例＞



○ 各府省は、平成26年３月に閣議決定された第Ⅱ期基本計画の記載事項（全１０７事項）
について、府省間の連携を図りつつ、各種取組を着実に推進

○ 平成29年度の報告では、第Ⅱ期基本計画の記載事項について、「実施済」、「継続実
施」などに区分して進捗状況を把握・整理

【平成29年度末の進捗状況】

２ 基本計画の推進状況

全107事項 実施済
72事項

（67.3％）

継続実施
23事項

（21.5％）

実施・検討予定
12事項

（11.2％）

＜平成29年度の主な取組実績＞

・経済センサス‐基礎調査及び純粋持株会社実態調査の調査結果を用いて、分析を行
い、純粋持株会社のグループ活動を明らかにした〔経済産業省〕

・平成23年環境分野分析用産業連関表の作成については、部門分類の細分化や数値の
精緻化等のIO表の改良を行った。〔環境省〕

・子供の学習費調査については、外部有識者会議における議論を踏まえながら平成29年度に検
討を行った結果、学習費に関連する調査項目の充実を図った。〔文部科学省〕

3
第Ⅲ期基本計画で引き続き対応予定

＜主な実施・検討予定事項例＞
・間接税及び補助金に関する基礎データ並びに各種一次統計における間接税の取扱い

を踏まえた基本価格表示による産業連関表の作成について、次回表での実現を目
指す。〔産業連関表作成府省庁、内閣府〕

・統計間の比較可能性や再集計機能の向上を図るため、年齢、事業所規模などの結果
表章に係る標準的な区分の在り方について検討する。〔総務省〕

約９割（88.8％）の取組（実施済・継続実施）

約１割（11.2％）の取組（実施・検討予定）



３．公的統計の作成・提供等

4

公的統計の作成

◇ 基幹統計調査

・基幹統計の数：56統計

⇒ 基幹統計調査の29年度実施件数：38件
◇ 一般統計調査

・一般統計調査の数：230件

⇒ 一般統計調査の29年度実施件数：192件

◇ 調査票情報の提供
・29年度の利用件数：369件（公的機関による利用を除く。）

◇ オーダーメード集計
・29年度末時点で、28調査（300年次分）が利用可能
・29年度の利用件数：25件

◇ 匿名データ
・29年度末時点で、７調査（46年次分）が利用可能
・29年度の利用件数：45件

◇ 統計情報の提供（e-Stat）
・29年度のアクセス件数：約6,855万件
・29年度末時点で、統計の登録数：577件、統計表の提供数：約73.9万表

統計調査の29年度実施件数

：230件

調査票情報、統計情報等の利用及び提供


